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基本情報

売上高

1. 企業概要 –基本情報

売上高構成比（連結ベース）

北米（22.8%）

欧州（12.4%）

アジア（41.5%）

日本（10.2%）

その他（13.1%）

連結決算 1兆6,312億円

単独決算 6,590億円

・創立 １９５５年（昭和３０年）７月１日

・資本金 ８５７億９７百万円（２０１６年９月末現在）

・代表取締役社長 柳 弘之

・本社
〒４３８－８５０１静岡県磐田市新貝２５００

・従業員数
ヤマハ発動機（株）連結会社計:５３，３０６人（２０１５年１２月末現在）

ヤマハ発動機（株） :１０，４４０人（２０１５年１２月末現在）

・グループ会社（２０１６年６月末現在）

連結子会社１０８社（国内２３社、海外８５社）
持分法適用子会社３社
持分法適用関連会社２８社



二輪車事業 オートバイ スクーター LMW:トリシティー

マリン事業 船外機 水上オートバイ ボート ＦＲＰプール

特機事業 除雪機 ゴルフカート ＲＯＶ ・ＡＴＶ(4輪バギー） 発電機

産業用機械
& ロボット事業

表面実装機(ｻｰﾌｪｲｽﾏｳﾝﾀｰ) 産業用ロボット 電動車いす

その他事業 電動アシスト自転車 産業用無人ヘリコプター 自動車用エンジン 部品 (アクセサリー)

1. 企業概要 –当社製品

オートバイを中心に小型エンジンとＦＲＰ技術、その生産技術から生まれた商品群
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オランダ ロシア

インド

中国 日本
(YMC本社)

台湾タイ

シンガポール

インドネシア

オーストラリア

アメリカ合衆国

ブラジル

連結子会社: 108社 (国内23社 海外85社)

持分法適応子会社: 3社
持分法適応関連会社: 28社

安貿重点管理会社を指定
• 国内: １５ グループ会社
• 海外: １１ 地域統括会社

1. 企業概要 - グループ会社

世界に１００社以上のグループ会社を擁する輸送機器メーカー



1. 企業概要 - タイのグループ会社（TYM）

会社名： Thai Yamaha Motor Co., Ltd.  (TYM)

住 所： 64 Moo 1 Bangna-Trad Rd., K.m.21, Bangsaothong Sub-District, 
Samutprakarn 10570 Thailand

事業内容： 主に二輪車の製造・販売

代表者： 早川 茂男（ヤマハ発動機）

資本金： 1820 million baht

出資比率： ヤマハ発動機（株） 91%, Financial institutions 9%

設立日： 1964年3月12日 （旧 SIAM YAMAHA） 2000年からTYM

従業員数： 2,329名（2016年12月現在、内臨時52名・駐在員25名）

敷地面積： 330,000 m2

認証取得： ISO 9001:2008 ISO 14001:2004  ISO 5001:2011 

TLS 8001:2003 OHSAS 18001:2007 CSR -DIW B.E. 2556

CSR -DIW Continuous

タイにおける二輪車製造・販売（輸入）のＹＭＣ海外グループ会社

関連グループ企業

TYM

TYM

YMAC
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２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – コンプライアンス最優先

ヤマハ発動機は「倫理行動規範」の中で『コンプライアンス最優先』を約束し、
「適切な輸出入管理と安全保障貿易管理の徹底」も重要な項目の一つです

倫理行動規範



• 総則

• 基本方針

• 組織

• 管理対象取引

• 手続き

• 貨物の出荷管理

• 技術の提供管理

• 監査

• 社内教育

• 文書管理

• 子会社指導

• 報告

• 罰則

• 外国法令への対応

• 安貿監査細則

• 安貿教育細則

• 文書管理細則

• Ｅ／Ｌ管理細則

• 安貿米国法特則

安貿規程（ICP） 補完細則 通達

• 安貿輸出等取引審査細則

• 安貿定義細則 • 懸念国の指定

• 国際宅配便輸出管理

• 海外出張時の携行品管理

• 安貿誓約書の取得について

• クラウドコンピューティング対応

etc…

 該非判定と取引審査
 仲介貿易取引の審査

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 安貿規程（IＣP）

外為法を守り、国際的な平和及び安全の維持を目的とする安全保障貿易管理を
適切に実施するため、安貿規程（ICP)や補完細則を定めています

• 安貿顧客審査細則

• 安貿該非判定細則

• 安貿仲介貿易審査細則



物流・安全貿易部 部長

部 門 長

代表取締役社長 (安貿最高責任者)

(安貿統括責任者)

安全保障貿易管理グループ

部門技術判定責任者

部門取引審査責任者

(部門安貿責任者)

統合監査部 部長 安貿監査グループ

安貿技術判定責任者

安貿取引審査責任者r

上席執行役員

部門安貿事務局長

部門安貿事務局

部門安貿事務局員

部門取引審査承認者

一次チェック

二次チェック

• 専任18 名

• 専任4 名

安貿リスクの程度に応じて、一定の条件下
のリスクの低い取引審査は部門において
一次、二次承認できる場合もあります。

• 4 5名

• 4 2名

• 51名

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 体制図

安全保障貿易管理規程（ＩＣＰ）に基づき、安貿統括責任者（上席執行役員）から
委任された物流・安全貿易部と統合監査部で夫々ダブルチェックする体制

• 約4 00名

• 約350名



２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 外為法と米国法の違い

規制 対象国

テロ支援国 イラン・北朝鮮・スーダン・シリア

禁輸国 キューバ

軍事エンドユース・
ユーザー規制

中国・ロシア・ベネズエラ・イラク

D国群 中国・ロシア・中央アジア・中近東等 計48ヵ国

規制 対象国

懸念国（別表第４） イラン・イラク・北朝鮮

輸出入禁止 北朝鮮

国連武器禁輸国
（別表第３の２）

アフガニスタン・中央アフリカ・コンゴ民主・
エリトリア・イラク・レバノン・リビア・

北朝鮮・ソマリア・スーダン

外為法：自由貿易の尊重と最小限の規制 米国法：安全保障の重視と幅広い規制

***赤字：当社指定懸念7カ国

外為法（所在国法）と米国法遵守により幅広いリスクに対応



懸念案件

部門管理

安貿管理

社長決裁

管理対象外 • キャッチオール対象外品目の輸出・提供

• 武器（輸出令別表第1 1の項）
• 米国制裁該当・禁輸等

大量破壊兵器開発等
通常兵器開発等

• リスト規制品目 （ E/L要 ) 
• 軍/軍関係機関等との取引
• 懸念国・国連武器禁輸国 ・制裁国
• 制限顧客との取引
• 疑義ある案件

産業用無人ヘリ E/L設備・検査機器

ポリスバイク

オートバイ ＲＯＶ
4輪バギー

• 16項キャッチオール品目（汎用品）で
子会社等民生用途（ストック販売など）

• 子会社・取引先へのキャチオール技術
の提供

船外機（地域別）

商品や顧客・地域・用途のリスクの高低に合わせた審査の仕組みを構築し、
リソースをリスクの高い案件に集中し、低い案件は合理的にＩＴシステムで担保

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 安貿審査の濃淡化

http://global.yamaha-motor.com/about/business/t1
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高

低

船外機 発電機ボート/漁船

ＲＯＶ／ＡＴＶ
4員バギー 水上オートバイ ゴルフカート

安
全
保
障
貿
易
リ
ス
ク

テロや犯罪など反社会的行為に
使用されるリスクが高い製品・部品

リスト規制やキャッチオール規制に
に該当する項目がある制品・部品

米国原産であり、米国法の規制と
なる項目のある製品・部品
*** 米国原産品

特別な懸念用途で無い限り、規制と
なる可能性は低い製品・部品
*** 非米国産品目 ＥＡＲ９９など

 リスクレベル : A ランク商品

 リスクレベル : B ランク商品

 リスクレベル : C ランク商品

 リスクレベル : D ランク商品

二輪車 スノーモビル 電動車イス
電動アシスト
自転車

産業用無人ヘリ
生産設備・検査機器

（Ｅ／Ｌ） 表面実装機

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 商品別のリスク

原産地やスペック、該当法令の有無等により当社製品等を４つのリスクレベルに区分
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販売契約書
S／C

取引審査

顧客審査

該非判定

品目情報 DB

取引承認マスタ

システム
チェック

輸出管理システム

Ｉ／Ｆ

Ｓ／Ｃ情報登録

顧客マスタ
DB

通関済ステータス

船積完了データ

安貿取引承認 No.

(+ E/L No.)

安貿管理システム

システム
チェック

安貿承認
• 二次チェック

輸出申請
Invoice

安貿最終チェック
• リスト規制品の出荷管理

安貿承認
• 二次チェック

システム
Ｉ／Ｆ

B/L

+

安貿審査結果と輸出管理システムとの連携で人為的ミスや水際での事故防止

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 出荷管理とのシステム連携

Ｉ／Ｆ

Ｉ／Ｆ

Ｉ／Ｆ

基幹設計管理システム



２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 補完システム（顧客審査）

米国 DATA 

SERVICES

DB

米国法に基づく制限顧客 他

DPL BIS-商務省 貿易権を剥奪された顧客リスト

Entity List BIS-商務省 米国インフォーム顧客リスト

テロ関係リスト OFAC-財務省 SDT, FTO, SDGT

General Order BIS-商務省 一般行政命令

Unverified List BIS-商務省 レッドフラッグリスト

輸出管理令に基づく制限顧客

外国ユーザーリスト 経済産業省

YMCが取引を辞退した企業など

YMC指定リスト
※安貿が指定する
会社・団体･個人等

経済産業省
HP

※データ出力して
審査資料に添付

＜顧客審査を補完する独自検索システム＞

顧客審査において各国の懸念顧客を確認する上で、日本の外国ユーザーリストや
ＥＵ／米国制限顧客等を独自データベースに集約化し、審査資料（必須）に利用

＊懸念顧客は稼働日に更新します。

ＹＭＣグループ会社とも情報共有し、懸念顧客との取引を防止



2015年の結果: 

• 安貿責任者会議 439名
• 安貿実務研修 99名
• E-ラーニング （全従業員） 9,569名
• その他実務者研修 360名
• ＹＭＣグループ会社研修 60名

• CISTEC認定試験合格者（累計）

類系合格者数(2016 8月末): 

• STC Expert 12 名
• STC Legal Expert 23 名
• STC Advanced 35 名
• STC Associate 1,004 名

２. ＹＭＣ安全保障貿易管理 – 安貿教育計画

・階層別、特別教育の実績

計画の下に安貿教育を実施する事とＣＩＳＴＥＣ認定試験制度の利用で、
社員全員の安貿知識と法令遵守マインドの向上及び事故防止を推進

2016年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

安貿責任者会議 ★

安貿実務研修 ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ｅラーニング ★専門 ★一般

部門事務局会議 ★ ★

国内Ｇ会社会議 ☆ ☆

海外Ｇ会社指導 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
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 LENGTH 3.67 m  (main rotor 3.1 m)

 WEIGHT 70 Kg  (loading weight 33 kg)

 ENGINE 399 cc  (4-stroke engine)

 MAXIMUM OUTPUT 19.1 Kw

産業用無人ヘリ本体

２）Ｅ／Ｌ 製造設備・検査機器１）産業用無人ヘリコプター

３. リスト規制品目管理 – 産業用無人ヘリとの生産設備・検査機器

国際レジームに基づくリスト規制品目は、経済産業省の許可対象の為、
引合いから最終需要者の所在確認まで厳格かつ継続的な管理を実施

ＹＭＣにおける主なリスト規制品は産業用無人ヘリと生産設備・検査機器です。

送信機（プロポ）

農薬噴霧器 (24 L )



運用手順 安貿審査 輸出／配送 販売管理引合い

• 商談
• 顧客調査

• 契約書／客観資料
• 該非判定・取引審査
• 輸出許可 (経済産業省)

• 出荷管理
• 在庫管理

• ユーザー管理
• 所在管理

ＹＭＣ安貿の取組み ＹＭＣ 安貿と 子会社／代理店の協力 販売店の取組み

• 主幹部門との定期的会合 • ＩＣＰの策定 • 定期サービス&メンテナンス

• 子会社/代理店訪問
(最終需要者含)

• 契約書・誓約書の準備 • 在庫記録保管

• 子会社との連携・コミュニケーション:

-STC マニュアル
-STC モニタリング (年次)

-STC インフォメーション

• セキュリティメンテナンス
(主幹事業部) 

• 各国ＳＴＣセミナーへの参加要請
(アウトリーチセミナー含)

産業用無人ヘリビジネスの管理概要

３. リスト規制品目管理 – １）産業用無人ヘリ



３. リスト規制品目管理 – ２）Ｅ／Ｌ製造設備・検査機器

当社海外製造子会社での民生用途（オートバイ・船外機製造）である為、
『Ｅ／Ｌ設備等管理マニュアル』に基づく所在管理を重点的に実施

ＹＭＣ海外子会社が所有する主な製造機器・検査機器



Ｅ／Ｌ銘版の実装対象
所有する全てのＥ／Ｌ設備・機器
（現地商社等から購入した機器含）

*Ｅ／Ｌ設備の棚卸し所在確認は年１回

E/L設備等管理マニュアルl

1. E/Ｌ製造設備・検査機器
機械本体、治具、工具またはプログラム

2. E/L 消耗品

3. E/L人材
工場研修等でＥ／Ｌ許可を取って研修を受けた研修生

管理対象

３. リスト規制品目管理 – ２）Ｅ／Ｌ製造設備・検査機器

初版発行：2008年8月1日
最新版 ：2015年8月1日（第4版）

《 掲載内容 》
1. マニュアルの適用範囲・種別
2. E/L設備等管理の手引き
3. 各種申請・報告
-1 種別／取引形態／タイミング
-2 手順一覧
-3 管理銘板取付要領
-4 書式

海外子会社が保有するE/L設備等へ貼付け

Ｅ／Ｌ銘板（管理対象の可視化）

E / Lを取得した消耗品（黒鉛るつぼ、試薬等）



海外グループ会社は、経済産業省に対して誓約をしています。（最終用途誓約書）

＜海外拠点＞

②Ｅ/Ｌ申請

③Ｅ/Ｌ許可

①“最終用途誓約書”を提出

④輸出等

《輸出許可等取得手順》

輸出者のＹＭＣ等が許可条件違反のペナルティを受け、同時に海外子会社も
その後のE/L品目の調達に遅延が出たり、調達が困難になる懸念があります。

違反した場合

＜:METI＞

海外グループ会社によるE/L品目管理を疎かにすると『誓約書違反』になる為、
各社において「E/L設備等管理マニュアル」の運用徹底を推進

３. リスト規制品目管理 – ２）Ｅ／Ｌ製造設備・検査機器
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４. キャッチオール規制品目管理

合理的な取引か用途・ひと（素性）を慎重に確認し、厳格に取引審査

漁業／パッセンジャーボート

レジャー（釣り／クルージング）

レジャー／農業＆牧畜

麻薬密輸

海賊行為

テロ行為



コレポン・メール記録
最終需要者&用途確認書

ＨＰコピー 会社登記簿（コピー） 調査会社資料など顧客審査

該非判定

ホームページコピー
登記証コピー
調査機関によるレポートコピー
制限顧客独自リストコピー

輸出管理

モノ

人

用途

STC_Manager（審査システム）のデータ
当社END USE ＆END USER
チェックリスト
引合い等のメール 等

取引審査

該非判定書・パラメータシート等
メーカー該非判定書
写真・カタログ・提供資料など

仕向地

Ｓ／Ｃ 通関書類、輸出関連書類、
輸出管理データなど

正当な取引（民生用途など）の情報・資料の一元集中管理

第３者（当局）からの問合せに対し、明確に説明できる「客観資料」の収集と保存

４. キャッチオール規制品目管理 –文書の一元管理



End-user & End-use Check List Red Flag Indicators Check List Security Trade Control Declaration

４. キャッチオール規制品目管理 –重要な文書

特に取引先からの最終需要者＆用途確認書の取得し、
契約書に安貿条項を記載して、契約上の担保と意識付け
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５. グループ会社の安貿管理

各所在国法（日本は外為法）＋米国法遵守の視点で安貿重点会社を指定し指導

 グループ会社の安貿統制イメージ図YMC (物流・安全貿易部)

国内
グループ
親会社
(日本)

安貿活動の指針を発信、状況の把握と指導

コーポレート
業務受託会社

地域統括
会社

• YMCIS
• YMT

• TYM
• YIMM

• YMAP

• 北米
• 欧州
• 大洋州
• タイ
• ベトナム

• ブラジル
• 中国
• インド

• アジア
• インドネシア
• 台湾

海外グループ会社

安貿主要海外グループ会社

• YMUS
• YMENV
• YMA

• YMDB
• YMCN

• YMI

MC
地域統括
会社

その他
安貿主要海外
グループﾟ会社

主管する親会社が安貿活動の指針を発信、状況の把握と指導

国内
グループ
会社

(日本)



• 日本版
• 海外版 (英語)
• 海外版 (日本語)

STC インフォメーション
• 法令動向 (US 規制)

• トピックス
• YMC訪問&予定
• 各社STCチーム紹介

YMCグループ会社向
安貿管理・運用マニュアル

E/L設備等管理マニュアル.

安貿管理マニュアル

情報共有

５. グループ会社の安貿管理 – 安貿管理マニュアル＆インフォメーション

マニュアル整備と配布による指導、定期的に安貿関連情報を提供し、
ＹＭＣグループ全体の管理レベルの向上と「安貿管理の標準化」を推進



年１回グループ会社向けの安貿モニタリングで各社個別リスクを評価し、
指導・教育を実施することでＹＭＣグループ全体の安貿リスクを最小化

自主点検（＆モニタリング）の内容

グループ会社は安貿モニタリングシートで自主点検を実施

（１）各社の輸出、Ｅ／Ｌ保有・軍等との取引の有無確認
（２）上記具体的な内容確認
（３）体制・ＩＣＰ等ルールの有無や管理実務内容の確認
（４）各社自己評価
（５）各社安貿統括責任者が確認してＹＭＣへ報告
（６）ＹＭＣは各社の課題を分析し、結果を各社社長に報告
（７）結果に基づく、指導・教育をＹＭＣと連携して実施

必要に応じて、ＹＭＣ統合監査部が監査を実施。

５. グループ会社の安貿管理 – 安貿管理モニタリング&監査
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６． 最後に

・所在国法（外為法）と米国法の遵守

・「IＣＰ」に基づく継続的な安貿管理体制（ＰＤＣＡ）構築

・リスクを『可視化』し、合理的な濃淡管理（審査）

・安貿教育と情報共有化による管理レベルの底上げ

・経済産業省（当局）やＣＩＳＴＥＣとの連携（事前相談等）

・第３者に説明できる文書等の保管

・グループ会社等と連携したＥ／Ｌ管理の徹底

ヤマハ発動機は、グローバル企業として安貿管理をグループ全体で推進し、
当社の製品で世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供します



ご清聴ありがとうございました

２０１７経済産業省主催 産業界アウトリーチセミナー（タイ）


